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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散媒とこの分散媒中に分散する電気泳動粒子とを含む電気泳動層を備えてなる電気泳
動表示装置において、
　前記分散媒は、互いに極性の大きさが異なる複数の物質の混合物であり、且つ前記電気
泳動層において電気泳動動作を行う泳動動作温度では流動性を有し前記泳動動作温度より
も低い温度では光学的に不透明な固体となる混合物であり、さらに前記混合物は少なくと
も異なるふたつの融点を有することを特徴とする電気泳動表示装置。
【請求項２】
　前記複数の物質のうちの少なくとも１つは、常温で非流動性の物質となり且つ非常温で
流動性の物質となる性質を有していることを特徴とする請求項１記載の電気泳動表示装置
。
【請求項３】
　前記複数の物質の屈折率が互いに異なることを特徴とする請求項１又は２に記載の電気
泳動表示装置。
【請求項４】
　前記分散媒は、ヘキサデシルアルコール、オクタデシルアルコール等の長鎖アルコール
類、フェノール、クレゾール等のフェノール類、ベンゾフェノン、ベンズアルデヒド等の
芳香族ケトン類、デカン類、及びドデカン酸より選択された少なくとも一種類の物質と、
パラフィン或いはロウ類、またこれらを主成分とするワックス、及び飽和炭化水素より選
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択された少なくとも一種類の物質との混合物であることを特徴とする請求項１乃至３の何
れかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項５】
　前記分散媒は、前記電気泳動粒子に吸着する分散剤を含むことを特徴とする請求項１乃
至請求項４の何れかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項６】
　前記電気泳動粒子が分散された分散媒は、隔壁で仕切られた領域内に封入されているこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項７】
　前記電気泳動粒子が分散された分散媒は、マイクロカプセルに包含されていることを特
徴とする請求項１乃至請求項５の何れかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項８】
　前記マイクロカプセルは、均一な厚さであり且つ偏平に配置されていることを特徴とす
る請求項７記載の電気泳動表示装置。
【請求項９】
　前記分散媒を昇温するための昇温手段を備えることを特徴とする請求項３乃至請求項８
の何れかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項１０】
　前記分散媒を冷却するための冷却手段を備えることを特徴とする請求項３乃至請求項９
の何れかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項１１】
　前記電気泳動層が非常温にある状態で、前記電極に電位を印加するようになっているこ
とを特徴とする請求項３乃至請求項１０の何れかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項１２】
　分散媒とこの分散媒中に分散する電気泳動粒子とを含む電気泳動層を備えてなる電気泳
動表示装置の駆動方法において、
　前記分散媒を、互いに極性の大きさが異なる複数の物質の混合物であり、且つ前記電気
泳動層において電気泳動動作を行う泳動動作温度では流動性を有し前記泳動動作温度より
も低い温度では光学的に不透明な固体となり、さらに少なくとも異なるふたつの融点を有
する混合物で形成し、
　前記電気泳動層の温度を前記泳動動作温度にした状態で電位を印加するようにしたこと
を特徴とする電気泳動表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
　表示体と、当該表示体に駆動信号を供給する駆動回路とを備えてなる電子機器において
、前記表示体として前記請求項１乃至請求項１１の何れかに記載の電気泳動表示装置を備
えたことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、電気泳動表示装置、その駆動方法及びこれを備えた電子機器に関し、特に、
視認性及びコントラスト特性に優れ且つ、長期間安定した表示保持特性を有する電気泳動
表示装置、その駆動方法及びこれを備えた電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、対向する一対の電極間に電圧を印加することによって分散媒に分散された電気泳動
粒子の分布状態が変化することを利用した電気泳動装置としては、例えば、基体上に設け
られ且つ隔壁により区画された領域に、分散媒と電気泳動粒子とを含む電気泳動分散液を
配置してこれを電気泳動層として用いるようにしたものや、隔壁を設ける代わりに、電気
泳動分散液を収容したマイクロカプセルを用いるようにしたもの、等が知られている。
【０００３】
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【発明が解決しようとする課題】
一般に、上述のような電気泳動装置を、電気泳動表示装置として用いる場合には、分散媒
に染料を混合させ、この染料が混合された分散媒の表示色と電気泳動粒子の表示色とのコ
ントラストによって、所望の表示を行うようにしている。
しかしながら、分散媒の表示色と電気泳動粒子の表示色との組み合わせによっては、表示
装置の観測側からみて電気泳動粒子が観測側とは反対側に位置する場合に、着色された分
散媒を透過して電気泳動粒子の表示色が観測されてしまう場合があり、特に、電気泳動粒
子の表示色が黒色系つまり例えば黒っぽい場合等には、その傾向が顕著であり、視認性や
コントラスト特性等の点で十分ではなかった。
【０００４】
また、電子ペーパー等といった、表示内容を長時間保持する必要のある表示装置として利
用する場合には、表示内容に対応する、電気泳動分散液中の電気泳動粒子の分布状態を長
時間保持する必要がある。
そこで、この発明は上記従来の未解決の問題に着目してなされたものであり、視認性やコ
ントラスト特性を向上させ、また、電気泳動粒子の分布状態を長時間保持することができ
、表示装置として好適な電気泳動装置、その駆動方法及びこれを備えた電子機器を提供す
ることを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の電気泳動表示装置は、分散媒とこの分散媒中に分
散する電気泳動粒子とを含む電気泳動層を備えてなる電気泳動表示装置において、前記分
散媒は、互いに極性の大きさが異なる複数の物質の混合物であり、且つ前記電気泳動層に
おいて電気泳動動作を行う泳動動作温度では流動性を有し前記泳動動作温度よりも低い温
度では光学的に不透明な固体となる混合物であり、さらに前記混合物は少なくとも異なる
ふたつの融点を有することを特徴としている。
【０００６】
　上記電気泳動表示装置は、電極に印加される電位に応じて前記電気泳動粒子の位置が制
御される電気泳動表示装置であり、分散媒とこの分散媒中に分散する電気泳動粒子とを含
む電気泳動層が一対の電極間に配置されたものであってもよい。ここで、上記の電気泳動
表示装置において、前記複数の物質のうちの少なくとも１つは、常温で非流動性の物質と
なり且つ非常温で流動性の物質となる性質を有していることが好ましい。
【０００７】
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記複数の物質は、これらの物質の屈折率に
差があることが好ましい。
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記分散媒は、ヘキサデシルアルコール、オ
クタデシルアルコール等の長鎖アルコール類、フェノール、クレゾール等のフェノール類
、ベンゾフェノン、ベンズアルデヒド等の芳香族ケトン類、デカン類、及びドデカン酸よ
り選択された少なくとも一種類の物質と、パラフィン或いはロウ類、またこれらを主成分
とするワックス、及び飽和炭化水素より選択された少なくとも一種類の物質との混合物で
あることが好ましい。
【０００８】
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記分散媒は、前記電気泳動粒子に吸着する
分散剤を含んでいてもよい。
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記電気泳動粒子が分散された分散媒は、隔
壁で仕切られた領域内に封入された構成を有していてもよい。
【０００９】
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記電気泳動粒子が分散された分散媒は、マ
イクロカプセルに包含された構成を有していてもよく、この場合、前記マイクロカプセル
は、均一な厚さであり且つ偏平に配置されていることが好ましい。
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記分散媒を昇温するための昇温手段を備え
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ることが好ましい。
【００１０】
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記分散媒を冷却するための冷却手段を備え
ていてもよい。
　また、上記の電気泳動表示装置において、前記電気泳動層が非常温にある状態で、前記
電極に電位を印加するようになっていることが好ましい。
　また、本発明の電気泳動表示装置の駆動方法は、分散媒とこの分散媒中に分散する電気
泳動粒子とを含む電気泳動層を備えてなる電気泳動表示装置の駆動方法において、前記分
散媒を、互いに極性の大きさが異なる複数の物質の混合物であり、且つ前記電気泳動層に
おいて電気泳動動作を行う泳動動作温度では流動性を有し前記泳動動作温度よりも低い温
度では光学的に不透明な固体となり、さらに少なくとも異なるふたつの融点を有する混合
物で形成し、前記電気泳動層の温度を前記泳動動作温度にした状態で電位を印加するよう
にしたことを特徴としている。
【００１２】
　上記の電気泳動表示装置及び電気泳動表示装置の駆動方法においては、分散媒として互
いに極性の大きさが異なる複数の物質の混合物が用いられ、且つ前記電気泳動層において
電気泳動動作を行う泳動動作温度では流動性を有し前記泳動動作温度よりも低い温度では
光学的に不透明な固体となる混合物であって、さらにこの混合物は少なくとも異なるふた
つの融点を有している。
　混合物が異なる融点を有する場合、ふたつの融点のうち温度の高い方の融点以上の温度
では均一な液体となるが、ふたつの融点のうち温度が低い方の融点以下の温度においては
、二つの固体相が共存する混合物となり、異なる２種類の固体相が接触する境界面積が極
めて大きいことから、光の散乱強度が大きく、人間の目には白色強度の高い固体相として
映ることになる。このため、例えば、観測側からみて向こう側に電気泳動粒子が位置する
場合等であっても、観測側からは電気泳動粒子を視認することが困難となる。よって、電
気泳動粒子と分散媒とのコントラストを確保することが可能となり視認性を向上させるこ
とが可能となる。
【００１３】
また、このとき、分散媒を構成する複数の物質のうちの少なくとも１つは、常温で非流動
性の物質となり、且つ非常温で流動性の物質となる性質を有する物質で構成されるから、
常温では非流動性であるためこの時点での電気泳動粒子の位置を維持することが可能とな
る。したがって、電気泳動表示装置として用いる場合には、例えば昇温手段で分散媒を昇
温させ非常温にした状態で、電気泳動粒子を電気泳動動作させて所望の表示を行い、その
後、図示しない冷却手段によって分散媒冷却し常温に維持することによって、表示内容を
維持することが可能となる。
【００１４】
　なお、ここでいう常温とは、表示状態にある電気泳動表示装置が置かれた環境の温度を
意味する。表示状態にある電気泳動表示装置の置かれる環境の温度に応じて、前記分散媒
の組成を適宜調整することができる。なお、後述するように、常温とは、通常は室温に対
応する。
【００１５】
　また、分散媒を、屈折率が互いに異なる複数の物質で構成することによって、光散乱強
度がより増加し、屈折率の差が大きいほど視認性及びコントラスト特性を向上させること
が可能となる。
　また、分散媒中に、電気泳動粒子に吸着する分散剤を混合することによって、電気泳動
粒子の分散媒中での分散性を向上させることが可能となり、また、電気泳動粒子の自発す
るゼータ電位を増大させることができ、電圧を印加した際の電気泳動粒子の泳動速度を増
大させ、その結果、応答速度を迅速にすることが可能となる。
【００１６】
　また、本発明の電子機器は、表示体と、当該表示体に駆動信号を供給する駆動回路とを
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備えてなる電子機器において、前記表示体として上記の電気泳動表示装置を備えたことを
特徴としている。
　この電子機器においては、表示体として、上記の電気泳動表示装置を備えることによっ
て、電気泳動粒子と分散媒とのコントラストを確保することが可能となり視認性を向上さ
せることが可能となる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明を適用した電気泳動表示装置の概略構成を示したものである。
　図中、１及び２は、例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ）膜等で構成され
る透明電極であって、透明電極２は、所定のサイズ、所定の形状のセグメントに形成され
て分割電極を形成している。これら透明電極１及び２は、所定間隔ｄだけ隔てて対向して
設置され、透明電極１及び２の外側には、それぞれ透明基板３及び背面基板４が設けられ
ている。
【００１８】
なお、透明電極１及び２が共に透明である必要はなく、何れか一方が透明であればよく、
その場合には、透明な電極１又は２側に透明基板３を設けるようにすればよい。
さらに、透明電極１及び２の間隙には、マイクロカプセル５からなる電気泳動層６が形成
され、前記マイクロカプセル５は、透明なバインダ７によって一層に均一に固定配置され
ている。
【００１９】
前記マイクロカプセル５内には、帯電した電気泳動粒子１２と、この電気泳動粒子１２が
分散された分散媒１４と、さらに分散剤とを含む分散溶液が封入され、前記分散媒１４は
、室温で固体となり、室温よりも高い所定の作動温度で液体となるように調製されている
。
また、前記透明電極１及び２間に電圧を印加するための電圧印加手段１６が設けられ、こ
の電圧印加手段１６によって、透明電極１及び分割された透明電極２間に印加する電圧を
制御することによって、電気泳動粒子１２を電気泳動動作させるようになっている。さら
に、前記電気泳動層６を構成するマイクロカプセル５内の分散媒１４を液化させるための
、例えば、ヒータ、温風装置、サーマルヘッド等の加熱手段（昇温手段）１８が設けられ
ている。
【００２０】
そして、例えば加熱手段１８によって電気泳動層６を所定の作動温度まで昇温し、分散媒
１４を液化させた状態で、電圧印加手段１６によって、透明電極１及び透明電極２間に印
加する電圧を透明電極２のセグメント毎に制御することによって、電気泳動粒子１２が電
圧印加の向き（方向）に応じて何れかの透明電極１又は２に向かって移動する電気泳動現
象が生起する。そして、この状態で、電気泳動層６の分散媒１４が冷却されて固化するこ
とによって、透明基板３側からみたときに、分散媒１４が固化したときのその色である白
色、又は、電気泳動粒子１２の色の何れかが表示されることになって、これらの色の違い
によって所望の画像或いは文字を表示するようになっている。
【００２１】
前記電気泳動粒子１２としては、通常、有機及び無機の白色を除く有色の顔料として知ら
れる粒子が用いられる。例えば、黒色粒子としては、カーボンブラック、黒色酸化鉄等を
適用できる。また、赤色粒子としては、例えば、レーキレッド、リソールレッドの呼称で
知られる有機顔料等を適用できる。また、黄色粒子としては、例えば、ベンジンイエロー
、ハンザイエローの呼称で知られる有機顔料等を適用できる。また、青色粒子としては、
例えば、フタロシアニンブルー、コバルトブルーの呼称で知られる無機顔料等を使用でき
る。
【００２２】
なお、本実施の形態においては、マイクロカプセル５毎に異なる表示色を設定することが
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できるから、各マイクロカプセル５毎にその電気泳動粒子１２の色を選択すると共に、分
散媒１４が固化したときの白色を適宜選択し、このマイクロカプセル５からなる電気泳動
層６を形成することによって、カラー表示可能な表示装置を構成することができる。
【００２３】
また、電気泳動粒子１２の粒径は、０．１～５μｍ程度が好ましく、望ましくは０．２～
２μｍ程度のものがよい。このような粒径の粒子とするのは、０．１μｍ以上とすること
で良好な視認性が得られ、また、５μｍ以下とすることで電気泳動性を確保することがで
きるためである。
前記マイクロカプセル５内に含まれる分散剤は、前記分散媒１４中に溶解すると共に、電
気泳動粒子１２に吸着している。この分散剤は、電気泳動粒子１２の分散溶液中の分散性
を持たせると共に、電気泳動粒子１２の自発するゼータ電位を増大させるためのものであ
る。分散剤を用いてゼータ電位を増大させることによって、電圧を印加した際の電気泳動
粒子１２の泳動速度を増大させることができ、その結果、表示速度を迅速にすることがで
きる。
【００２４】
このような分散剤としては、上述した二つの役割を発揮するものならば適用することがで
き、例えば、界面活性剤を適用することができる。中でもドデシル硫酸ナトリウム、エア
ロジルＯＴ、オレイン酸等の極性基を持つものが好ましい。また、例えばカップリング剤
、高分子等も適用することができ、カップリング剤としては、例えば、チタネート系カッ
プリング剤、シリカ系カップリング剤、アルミ系カップリング剤を適用することができ、
高分子としては、ポリビニルピロリドン、ポリエチレングリゴール等を適用することがで
きる。
【００２５】
前記分散媒１４は、混合溶液であって、常温で固体であり、且つ固体での相互溶解度が小
さく、また、作動温度近傍に融点を有し、且つ融点以上で混合性をもち、均一な液体状態
となる２種類以上の有機化合物を混合したものである。
具体的には、一方のＡ群として、ヘキサデシルアルコール、オクタデシルアルコール等の
長鎖アルコール類、フェノール、クレゾール等のフェノール類、ベンゾフェノン、ベンズ
アルデヒド等の芳香族ケトン類、デカン類、ドデカン酸等の長鎖カルボン酸等の極性が大
きく、融点が４０～６０℃の有機化合物を適用することができる。また、他方のＢ群とし
て、パラフィン或いはロウ類、またこれらを主成分とするワックス、飽和炭化水素等の極
性が小さく、融点が４０～６０℃の有機化合物を適用することができる。そして、分散媒
１４としては、これらＡ群及びＢ群から少なくとも１種類を含む、２種類以上を混合した
ものを適用することができる。
【００２６】
なお、前記室温は、自然環境下における室内温度、又は通常の空調が行われている温度で
あり、電気泳動粒子１２の電気泳動現象が生じ得る温度（例えば４０℃程度）よりも低い
温度状態を意味する。言い換えれば、電気泳動現象が生じ得ない温度であって、例えば０
～３０℃程度である。
次に、前記分散媒１４の選定方法を説明する。
【００２７】
先に述べたように、分散媒１４は、極性の大きなＡ群の有機化合物と、極性の小さなＢ群
の有機化合物とを、各群から少なくとも１種類は含む、２種類以上で混合したものである
。
ここで、Ａ群に含まれる有機化合物どうし、また、Ｂ群に含まれる有機化合物どうしは、
それぞれ混和性を持っている。すなわち、Ａ群のみ、又はＢ群のみの何れか一方の中から
いずれの２種類を選択した場合でも、その混合物は、ただ一つの融点を有し、その融点以
上の温度において均一な液体となり、融点以下の温度において均一な固体となる。ただし
、この混合物の融点は、混合した２種類の有機化合物の融点とそれらの混合比率によって
決定される。
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【００２８】
これに対し、Ａ群及びＢ群の中からそれぞれ１種類の有機化合物を選択した混合溶媒の場
合、固体状態での混和性は小さい。すなわち、その混合物は二つの融点を有し、二つの融
点のうちの温度の高い方の融点以上の温度において均一な液体となるが、二つの融点のう
ちの温度の低い方の融点以下の温度においては、二つの固体相が共存する混合物となる。
このときの二つの融点は、混合した２種類の有機化合物のそれぞれの融点に近い値となる
。また、この二つの固体相が共存する混合物は、異なる２種類の固体相が接触する境界面
積が極めて大きいことから、光の散乱強度が大きく、人間の目には白色強度の高い固体相
として映る性質を持つ。
【００２９】
このように、前記分散媒１４は、融点以上の所定の作動温度に加熱することにより液体と
なって電気泳動粒子１２の電気泳動性が確保され、逆に、常温まで冷却することによって
固化し、電気泳動粒子１２の位置が固定されて表示内容を保持すると共に白色に発色する
ものである。そのため、混合溶媒が持つ二つの融点のうち、温度の高い方の融点が、電気
泳動動作を生じさせる作動温度よりも低くなるように選定することが好ましい。また、二
つの融点のうち、温度の低い方の融点が室温以上、例えば４０℃以上となり、さらにこの
温度の低い方の融点以下の温度において白色強度が最大となることが好ましい。したがっ
て、混合溶媒として用いるＡ群及びＢ群からの有機化合物の具体的な選定及びその混合比
率は、表示装置として求められる作動温度と冷却温度の設定条件及び白色強度を最大にす
る光学的条件の二つの条件から決定される。
【００３０】
なお、混合比率については、Ａ群の有機化合物のＢ群の有機化合物に対する重量比率が３
～４０％となるように設定することにより好ましい白色強度を得ることができる。
また、前記２種類の固体相の状態は、加熱し溶融混合した状態からの冷却温度によって変
化する。すなわち、急冷することによって、荒く境界面積が少ない状態となるため光の散
乱強度は比較的小さくなる。逆に、徐冷することによって、細かく境界面積が大きい状態
となるため光の散乱強度は比較的大きくなる。したがって、加熱して電気泳動動作を生じ
させた後に、常温にまで冷却する際の冷却速度を可変にすることにより、固体相の示す隠
蔽率を可変にすることができ、結果として白色の階調表示が可能となる。
【００３１】
このようにして得られた混合溶媒は、電気泳動動作を行わせる場合の作動温度以上で均一
な液体の状態となるため電気泳動粒子１２の泳動性を得ることができ、その後冷却させた
際には白色の固体となるから、表示装置としては、電気泳動粒子１２の色又は白色の何れ
かの色を表すことになる。
また、マイクロカプセル５内全体が固化しているため、表示画面が変化することはない。
また、染料を用いていないから固化させた際に脱色する等といった問題が生じることがな
く、長期間における表示画面の表示内容の保持（記憶）性を実現することができ、繰り返
し使用可能な長寿命性を有する表示装置を得ることができる。
【００３２】
　また、このとき、分散媒１４が固化し透過率が低下するから、電気泳動粒子１２が、観
測側からみて向こう側、つまり、観測側とは反対側に位置する場合であっても、電気泳動
粒子１２の表示色を、分散媒１４を通して観測側から認識することは困難である。したが
って、コントラスト特性を向上させることができ、また、電気泳動粒子１２の表示色が黒
色系であっても、確実に電気泳動粒子１２の表示色を隠蔽することができるから、分散媒
１４の表示色に対し、電気泳動粒子１２の表示色の組み合わせを考慮する必要性が減ずる
こととなる。
【００３３】
次に、分散媒１４の調製方法を説明する。
電気泳動粒子１２の重量分率は、３～２０％、分散剤の重量分率は０．２～２％、混合溶
媒の重量分率は、７５～９３％であることが好ましい。このような重量分率をとるのは、
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電気泳動粒子１２の重量分率については、粒子色と混合溶媒が固化したときの白色とのコ
ントラストを最大にするためである。また、分散剤の重量分率については、ゼータ電位を
最大にするためである。なお、これらの最適値は、各構成要素の具体的な組み合わせ条件
によって決定される。
【００３４】
これら３つの構成要素を、ボールミル、ホモジナイザー等の混合装置を用いて混合する。
この混合操作は、混合溶媒の高温側の融点以上の温度、望ましくは１５０～２５０℃に加
熱し、１～２時間行う。
このようにして調製した分散溶液を、マイクロカプセル５に内包（収容）する。前記マイ
クロカプセル５としては、例えば、界面重合法、界面析出法、相分離法或いは界面沈殿法
等の方法で製造することができる。なお、マイクロカプセル５の平均粒径は、表面保護効
果及び表示安定性を得ることの可能な２０～８０μｍが好ましく、望ましくは、４０～６
０μｍの均一粒径を有するものがよい。また、表示ムラを防止するため各マイクロカプセ
ル５の粒径が均一なものが望ましい。
【００３５】
以上の操作によって得られた分散溶液及び分散溶液を内包するマイクロカプセル５を、前
記透明電極１及び２間に均一に配置して、電気泳動層６を形成する。
このように構成した電気泳動表示装置を作動させることによって、作動温度の環境下では
、通常の表示特性を維持すると共に、常温に戻せば表示内容を固定化しすなわち記憶保持
を行うことができる。このとき、常温での表示保持状態においては、透明電極１及び２間
に電圧を印加する必要がないから、表示内容を保持するために必要とする電力量を低減す
ることができる。
【００３６】
なお、上記実施の形態においては、分散媒１４として常温で固体となる二つの物質を用い
るようにした場合について説明したが、これに限るものではなく、電気泳動粒子１２の移
動を防止することが可能であれば、分散媒１４を構成する物質のうちの何れか一つの物質
が常温で固体となるような場合であっても適用することができる。
【００３７】
また、上記実施の形態においては、分散媒１４として相互溶解度の小さい物質を用いるよ
うにした場合について説明したが、分散媒１４を屈折率に差のある複数の物質で構成した
場合であっても同等の作用効果を得ることができ、相互溶解度が小さく且つ屈折率に差の
ある複数の物質で構成することによって、より視認性或いはコントラスト特性を向上させ
ることができる。
【００３８】
また、上記実施の形態においては、分散溶液をマイクロカプセル５に収容するようにした
場合について説明したが、これに限らず、透明電極１及び２間に、隔壁を設け、この隔壁
間に分散溶液を封入するようにした場合であっても適用できることはいうまでもない。
また、上記実施の形態においては、電気泳動動作を行うときには、電気泳動層６全体を昇
温し、分散媒１４を液化させた状態で透明電極１及び２に印加する電圧を制御し、これに
よって、マイクロカプセル５毎に電気泳動粒子１２を透明電極１及び２の何れかの側に電
気泳動させることによって、画像や文字等を表示するようにした場合について説明したが
、これに限るものではない。例えば、電気泳動動作を行わせたいマイクロカプセル５に相
当する部分のみを昇温し、これに電圧を印加することによって、目的のマイクロカプセル
５において電気泳動動作を行わせるようにしてもよい。
【００３９】
また、上記実施の形態においては、加熱手段１８として、ヒータ、温風装置、サーマルヘ
ッド等を用いるようにしているが、これらは電気泳動表示装置に外付けするようにしても
よく、また、ヒータ、サーマルヘッド等の電気泳動表示装置内に組み込み可能なものであ
れば、電気泳動表示装置内に組み込むようにしてもよい。電気泳動表示装置に外付けする
場合には、電気泳動層全体を加熱することになるが、電気泳動表示装置内に組み込む場合
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には、電気泳動動作を行わせたいマイクロカプセル５に相当する部分のみを昇温すればよ
いから、消費電力の削減を図ることができる。
【００４０】
また、上記実施の形態においては、マイクロカプセル５内の分散媒１４を液化させるため
の、ヒータ、温風装置、サーマルヘッド等の加熱手段１８を設けているが、同様に、分散
媒１４を固化させるためのヒートシンク、熱交換器等の冷却手段を設け、これによって、
分散媒１４の冷却温度の調整或いは冷却速度の調整等を行うようにしてもよい。
【００４１】
また、上記実施の形態においては、電気泳動表示装置に適用した場合について説明したが
、これに限るものではなく、電気泳動装置を用いるものであれば適用ることができること
いうまでもないが、特に、視認性やコントラスト特性の点で優れまた、長時間の表示保持
特性を有するため、電気泳動表示装置に好適である。
【００４２】
【実施例】
電気泳動粒子１２として、平均粒径が０．５μｍのカーボンブラックの粒子５ｇ、分散剤
として、オレイン酸０．５ｇ、分散媒１４としての混合溶媒として、融点が４８℃のヘキ
サデシルアルコール１０ｇ及び融点が５０℃のパラフィンワックス９０ｇを用い、これら
をホモジナイザーで、２００℃の条件下で、１時間、加熱しながら混合して分散溶液を得
た。
【００４３】
また、この分散溶液を内包するマイクロカプセル５として、界面析出法を用いて、アラビ
アゴムを膜材質とする平均粒径５０μｍのものを調製した。
次に、透明電極１及び２となる導電性の透明電極（ＩＴＯ膜）が形成されている透明シー
トを２枚用意して透明電極面を対向させ、これらの透明電極膜面の間に、調製したマイク
ロカプセル５を、マイクロカプセル５を破壊しないようにローラで圧延し、５０μｍの厚
さとなるように平面配列させた。これによって、図１に示す構成の電気泳動表示装置を作
製した。
【００４４】
この電気泳動表示装置に対して動作試験を行った。
すなわち、５５℃の温度条件下で、電圧印加手段１６によって透明電極１及び透明電極２
間に１００Ｖの電圧を印加したところ、電気泳動粒子１２の電気泳動動作が認められた。
その後、透明電極１及び２に対する電圧印加を停止し、２５℃まで電気泳動表示装置を冷
却させたところ、ヘキサデシルアルコールとパラフィンワックスの混合溶媒の固化による
白色の発色が認められ、所望の文字、記号及び図形等が表現されることが確認できた。な
お、この際の文字、記号及び図形のコントラスト、すなわち、混合溶媒が観察側にある面
の、電気泳動粒子１２が観察側にある面に対する反射光強度の比は、「８」であった。新
聞で用いられる文字のコントラストが「４」であることを考慮すると、表示装置としての
機能を満足するものであることが確認できた。
【００４５】
また、このまま室温（約２５℃）の状態で、一年間放置させてもコントラストの値の変化
はなかった。さらに、５５℃の温度条件下での電気泳動動作と、２５℃までの冷却の繰り
返し動作を１０００回以上行ったが、２５℃の温度条件下における文字、記号及び図形の
コントラストは、ほぼ「８」を維持し、繰り返し動作に伴うコントラスト低下は認められ
なかった。
【００４６】
なお、上記実施の形態においては、一対の透明電極１及び２間にマイクロカプセル５を配
置するようにした場合について説明したが、これに限るものではなく、例えば、マイクロ
カプセル５に電圧を印加するための電極を、その表面が互いに垂直方向に位置するように
配置させた場合であっても適用することができる。
また、透明電極１及び２を、例えば絶縁層を介して同一基体上に配置し、マイクロカプセ
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ル内の帯電した顔料粒子が基体表面に平行に移動するような構成であっても適用すること
ができる。
【００４７】
また、上記実施の形態においては、電気泳動表示装置に適用した場合について説明したが
、これに限るものではなく、その他の電子機器に適用することも可能である。また、トラ
ンジスタや、薄膜ダイオード等の非線形素子といった種々のスイッチング素子を形成する
場合であっても適用することができ、また、これらのスイッチング素子が形成された基板
に適用することも可能である。
【００４８】
ここで、電気泳動装置を電子機器に適用した例として、モバイル型のパーソナルコンピュ
ータ、携帯電話、ディジタルスチルカメラ、電子ブック、電子ペーパー、電子ノート、及
び電子ペーパーに適用した場合について、図２～図８を参照して説明する。
図２は、パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。
【００４９】
パーソナルコンピュータ２００は、キーボード２０１を備えた本体部２０２と、表示ユニ
ット２０３と、を備えている。ここで、このパーソナルコンピュータ２００にあっては、
表示ユニット２０３が、上述の電気泳動装置から構成されている。
図３は、携帯電話の構成を示す斜視図である。
【００５０】
携帯電話３００は、複数の操作ボタン３０１と、受話口３０２と、送話口３０３と、表示
パネル３０４と、を備えている。ここで、この携帯電話３００にあっては、表示パネル３
０４が、上述の電気泳動装置から構成されている。
図４は、ディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図である。なお、外部機器との接続に
ついても簡易的に示している。
【００５１】
ディジタルスチルカメラ４００は、ケース４０１と、ケース４０１の背面に形成され、Ｃ
ＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）による撮像信号に基づいて、表示
を行うようになっている表示パネル４０２と、ケース４０１の観察側（図においては裏面
側）に形成される光学レンズやＣＣＤ等を含んだ受光ユニット４０３と、シャッタボタン
４０４と、このシャッタボタン４０４を押した時点におけるＣＣＤの撮像信号が、転送・
格納される回路基板４０５と、を備えている。ここで、このディジタルスチルカメラ４０
０にあっては、表示パネル４０２が、上述の電気泳動装置から構成されている。
【００５２】
また、ディジタルスチルカメラ４００におけるケース４０１の側面には、ビデオ信号出力
端子４０６と、データ通信用の入出力端子４０７とが設けられており、前者にはテレビモ
ニタ４０６Ａが、後者にはパーソナルコンピュータ４０７Ａが、それぞれ必要に応じて接
続されている。そして、所定の操作によって、回路基板４０５のメモリに格納された撮像
信号が、テレビモニタ４０６Ａや、パーソナルコンピュータ４０７Ａに出力される構成と
なっている。
【００５３】
図５は、電子ブックの構成を示す斜視図である。
電子ブック５００は、ブック形状のフレーム５０１と、このフレーム５０１に開閉可能な
カバー５０２とからなり、フレーム５０１の表面には表示面を露出させた状態の表示装置
５０３と、操作部５０４と、を備えている。ここで、この電子ブック５００にあっては、
表示装置５０３が上述の電気泳動装置から構成されている。
【００５４】
図６は、電子ペーパーの構成を示す斜視図である。
電子ペーパー６００は、紙と同様の質感及び柔軟性を有するリライタブルシートからなる
本体６０１と、表示ユニット６０２と、を備えている。ここで、この電子ペーパー６００
にあっては、表示ユニット６０２が上述の電気泳動装置から構成されている。
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【００５５】
図７は、図６における電子ペーパーを適用した電子ノートの構成を示す斜視図である。
電子ノート７００は、カバー７０１と、このカバー７０１に挟まれた複数枚束ねられた電
子ペーパー６００と、を備えており、カバー７０１に表示データ入力手段を備えることに
より、電子ペーパー６００が束ねられた状態でその表示内容を変更することができる。こ
こで、この電子ノート７００にあっては、電子ペーパー６００が上述の電気泳動装置から
構成されている。
【００５６】
図８は、図６における電子ペーパーを備えた電気泳動表示装置８００の他の構成を示し、
（ａ）は断面図、（ｂ）は平面図である。
電気泳動表示装置８００は、二組の搬送ローラ対８０２ａ、８０２ｂが備えられた本体部
８０１と、この搬送ローラ対８０２ａ、８０２ｂに挟持された状態で本体部８０１に設置
される電子ペーパー６００と、本体部８０１の表示面側（図８（ａ）における上面側）に
設けられた矩形孔８０３に嵌めこまれた透明ガラス板８０４と、本体部８０１の一端に設
けられ、電子ペーパー６００を本体部８０１に着脱自在に挿入する挿入口８０５と、電子
ペーパー６００の挿入方向先端部に設けられる端子部８０６にソケット８０７を介して接
続可能なコントローラー８０８と、操作部８０９と、を備えている。ここで、このディス
プレイ８００にあっては、電子ペーパー６００が上述の電気泳動装置から構成されている
。
【００５７】
この電気泳動表示装置８００は、本体部８０１に設置した電子ペーパー６００を、透明ガ
ラス板８０４において視認させることで表示面を構成している。また、この電子ペーパー
６００は本体部８０１に着脱自在に設置されており、本体部８０１から外した状態で携帯
して使用することもできる。
なお、電子機器としては、これに限らず、テレビ、ビューファインダ型、モニタ直視型の
ビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプ
ロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた機器等
を挙げることができ、上記電子機器の表示部として、上述の電気泳動装置を適用すること
が可能である。
【００５８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、電気泳動粒子を分散する分散媒として、互いに
極性の大きさが異なる複数の物質の混合物を用い、且つ電気泳動層において電気泳動動作
を行う泳動動作温度では流動性を有し、電気泳動動作温度より低い温度では光学的に不透
明な固体となる混合物であり、さらに混合物は少なくとも異なるふたつの融点を有するか
ら、観測側からみて、向こう側に電気泳動粒子がある場合の電気泳動粒子の透過度合を低
減させることができ、視認性及びコントラスト特性をより向上させることができる。
【００５９】
特に、分散媒を、常温で非流動性の物質となり且つ非常温で流動性の物質となる性質を有
する物質を少なくとも１つは含む複数の物質で構成するから、分散媒を常温に維持するこ
とによって、電気泳動粒子の位置を容易に長期間保持することができると共に、表示色が
脱色する等といった劣化が生じることのない、寿命の長い電気泳動装置を得ることができ
る。
【００６０】
　また、電気泳動分散液中に、電気泳動粒子に吸着する分散剤を混合することによって、
電気泳動粒子の分散溶液中での分散性を向上させることができ、且つ、電圧を印加した際
の電気泳動粒子の泳動速度を増大させて表示速度を迅速にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】電気泳動表示装置の構成を示す概略構成図である。
【図２】モバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。
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【図３】携帯電話の構成を示す斜視図である。
【図４】ディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図である。
【図５】電子ブックの構成を示す斜視図である。
【図６】電子ペーパーの構成を示す斜視図である。
【図７】　電子ノートの構成を示す斜視図である。
【図８】電子ペーパーを備えた電気泳動表示装置の構成を示し、（ａ）は正断面図、（ｂ
）は平面図である。
【符号の説明】
１、２　透明電極
３　透明基板
４　背面基板
５　マイクロカプセル
６　電気泳動層
７　バインダ
１２　電気泳動粒子
１４　分散媒
１６　電圧印加手段
１８　加熱手段

【図１】 【図２】

【図３】
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